
 幹部会報告事項 
令和 7年 4月 21 日 
防災危機管理局 

事
項 中区において発見された不発弾について 

内 
 

 

容 

 

１ 不発弾発見に係る対応 

(1) 発見日時 

令和 7 年 3 月 1 日（土）10 時 15 分頃 

(2) 発見に至る経緯 

   名古屋市中区丸の内二丁目 13 番 12 号において、令和 7 年 2 月 14 日

（金）発見の不発弾 A に係る防護壁工事中に、工事作業員が不発弾らし

きものを発見し、警察へ通報したもの。 

同日 11 時 15 分、陸上自衛隊第 103 不発弾処理隊 により、不発弾と

確認された。 

(3) 不発弾の形状 

米国製 250 キログラム焼夷爆弾 

   ・信管あり（弾頭、弾底の 2 箇所） 

   ・全長 120 ㎝、直径 36 ㎝ 

  (4) 合同対策本部の設置 

ア  本部の名称 

名古屋市中区不発弾処理合同対策本部 

イ 本部長 

  中区長 

ウ  設置日時 

令和 7 年 2 月 14 日（金）21 時 40 分 

※不発弾 A 発見に伴い設置済 

  エ 合同対策本部全体会議（各関係機関、区政協力委員等が参加） 

    令和 7 年 3 月 13 日（木）、令和 7 年 4 月 14 日（月）の計 2 回開催 

(5) 広報 

 ア 避難対象区域内の住民等に対して広報チラシを計 2 回全戸配付 

  イ 名古屋市公式ウェブサイト、名古屋おしえてダイヤル  等 

 

 

２ 処理作業当日（令和 7 年 4 月 20 日（日））における対応 

(1) 避難対象区域    

不発弾処理現場から概ね半径 200 メートル以内の区域 

  (2) 避難対象世帯数及び人数 

   1,209 世帯 1,911 人 

 (3) 避難場所及び避難者数 

丸の内小学校         避難者 17 人 

 



 

(4) 交通機関等への影響 

ア 交通規制 

市道本町通、魚ノ棚通等の一部を通行止め 

規制時間：9 時 30 分～13 時 53 分 

イ 名古屋市営バス 

栄 13 系統についてう回運行（休止バス停発生） 

う回本数 18 本 

(5) 動員数 

   陸上自衛隊員、区役所職員、市税事務所職員、警察署員、消防職員、

区内公所職員、消防団員等、計 196 人が、不発弾の安全化処理、避難対

象区域住民の避難誘導及び周辺の警戒等に従事 

(6) 経過 

時   間 内   容 

8 時 30 分 避難広報開始、避難場所開設 

9 時 00 分 警戒区域の設定（災害対策基本法第 63 条） 

9 時 00 分～ 避難誘導、防火警備開始 

9 時 30 分～ 道路交通規制開始 

9 時 55 分 避難広報・誘導完了 

10 時 00 分 信管除去作業開始 

13 時 53 分 信管除去後、本部長による安全宣言 

警戒区域の廃止、避難解除、道路交通規制解除 

13 時 56 分 避難場所閉鎖 

14 時 29 分 不発弾搬出 

14 時 45 分 当日の活動を終了 

中区不発弾処理合同対策本部解散 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備
考 

 

（危機対策課 内線 3568） 
 



 参考  

中区で発見された不発弾について 

 

 不発弾 A 不発弾 B 不発弾 C 

発見

日時 

2 月 14 日（金） 

16 時 00 分頃 

2 月 24 日（月） 

16 時 00 分頃 

3 月 1 日（土） 

10 時 15 分頃 

発見

場所 

丸の内二丁目13番12号 

（不発弾 C と同じ場所） 

丸の内二丁目 13 番 4 号 丸の内二丁目13番12号 

（不発弾 A と同じ場所） 

発見

経緯 

建築工事の基礎工事

に伴う掘削中に、工事作

業員が不発弾らしきも

のを発見し、警察に通報

したもの。 

2 月 14 日（金）21 時

40 分、陸上自衛隊第 103

不発弾処理隊により、不

発弾と確認された。 

建物解体作業中に工

事作業員が不発弾らし

きものを発見し、翌日 2

月 25 日（火）8 時 19 分

に警察へ通報したもの。 

2 月 25 日（火）12 時

55 分、陸上自衛隊第 103

不発弾処理隊により、不

発弾と確認された。 

不発弾 A に係る防護

壁設置工事中に、工事作

業員が不発弾らしきも

のを発見し、警察に通報

したもの。 

3 月 1 日（土）11 時 15

分、陸上自衛隊第 103 不

発弾処理隊により、不発

弾と確認された。 

爆弾 

種類 
米国製 250 キログラム焼夷爆弾 

警備

状況 

  発見場所を立入禁止とし、現場保存を実施 

  現地で信管は保護されており、衝撃等が加えられなければ爆発の危険性

はなし 

処理

日 

3 月 20 日（木・祝） 

処理済み 

4 月 5 日（土） 

処理済み 

4 月 20 日（日） 

処理済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



幹部会報告事 項 

令和 7年 4月 21 日 

総 務 局 

事 

項 

特定事業主行動計画について 

（名古屋市職員の女性活躍・子育て支援プログラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

１ 計画の趣旨 

  名古屋市職員を対象に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」及び

「次世代育成支援対策推進法」に基づく特定事業主行動計画として策定するもので

す。女性職員の活躍推進及び職員の子どもたちの健やかな育成を一体的に推進するた

め、具体的な取組や数値目標を定めています。 

２ 計画期間 

  令和 7年 4月 1日から令和 12 年 3 月 31 日まで 

３ 計画の内容（計画冊子は別添のとおり） 

（１）数値目標（現状値：R6.4.1 又は R5 年度、目標値：R12.4.1 又は R11 年度） 

  

（２）主な取組 

・女性職員の活躍推進 

  女性職員のキャリア形成・キャリアアップ支援、課長級・課長補佐級昇任者の確保 

・子育て支援 

収入への影響の見える化、男性職員の子育てに係る相談体制の充実 

・働きやすい職場づくり 

  育児休業取得時等の代替措置の充実、各局区室裁量による職員配置 

４ 市民への周知 

  令和 7年 3月 31 日（月）から市公式ウェブサイトに掲載 

備 

考 

 

 

（総務局職員部人事課 内線２１２３） 

項目 現状値 目標値

本庁配置職員に占める女性の割合 31.3% 37.0%
管理職に占める女性の割合 14.6% 20.0%
市⽴学校園の校（園）⻑・教頭に占める女性の割合 19.1% 22.0%
女性の課⻑補佐昇任選考受験率（コースⅠ） 4.1% 10.0%
課⻑補佐級職員に占める女性の割合 19.9% 23.0%
消防局における採用試験受験者に占める女性割合 4.8% 10.0%

男性職員の育児休業取得率 71.8% 100%
教育委員会における男性職員の育児休業取得率 23.7% 100%
消防局における男性職員の育児休業取得率 30.3% 100%
男性職員の分べん看護職免・育児職免の取得率 89.8% 100%

一人あたりの月間超過勤務時間数 13.7時間 13.0時間
月間超過勤務時間数100時間以上の職員数 177人 0人
年間超過勤務時間数720時間超の職員数 144人 0人
一人あたりの年次休暇取得日数 17.0日 17.0日

１ 女性職員の活躍推進

２ 子育て支援

３ 働きやすい環境づくり



○ 育児休業取得時等の代替措置の充実
★ 各局区室裁量による職員配置
○ ICTを活用したワークスタイル変革
○ 長時間労働の是正に向けた組織での取組
★ カスタマーハラスメントへの対応

★ 女性職員のキャリア形成支援
★ 女性職員のキャリアアップ支援
★ 新任課長補佐級へのフォロー体制強化
★ 課長級昇任者数の確保
★ 課長補佐級昇任者数の確保
★ 新たな課長補佐昇任試験制度の導入
★ 課長補佐昇任試験内容の見直し、情報開示

◎ 職員研修の実施
◎ のびのび子育てマイプランの活用
◎ 上司による面談の徹底
★ 収入への影響の見える化
◎ 男性職員の育児に対する意識向上
★ 男性職員の子育てに係る相談体制の充実

女性活躍 子育て支援 働きやすい環境づくり

一人あたりの月間超過勤務時間数 ※６ 13.0時間
（R11年度）

月間超過勤務時間数１００時間以上の職員数 ※６ 0人
（R11年度）

年間超過勤務時間数７２０時間超の職員数 ※６ 0人
（R11年度）

一人あたりの年次休暇取得日数 17.0日
（R11年度）

男性職員の育児休業取得率 ※２･３ 100％
（R11年度）

教育委員会における男性職員の育児休業取得率※２･４ 100％
（R11年度）

消防局における男性職員の育児休業取得率 ※２･５ 100％
（R11年度）

男性職員の分べん看護職免・育児職免の取得率 100％
（R11年度）

本庁配置職員に占める女性の割合 ※１ 37.0％
（R12.4.1）

管理職に占める女性の割合 ※１ 20.0％
（R12.4.1）

市⽴学校園の校（園）⻑・教頭に占める女性の割合 22.0％
（R12.4.1）

女性の課⻑補佐昇任選考受験率（コースⅠ） ※１ 10.0％
（R11年度）

課⻑補佐級職員に占める女性の割合 ※１ 23.0％
（R12.4.1）

消防職における採用試験受験者に占める女性割合 10.0％
（R11年度）

目標値目標値 目標値目標値 目標値目標値

主な取組主な取組 主な取組主な取組 主な取組主な取組

※1 消防職・教員を除く
※2「取得率」は、当該年度内に子が⽣まれた職員数を分⺟（ａ）、同じ年度に新たに育児休業を取得した職員数を分子（ｂ）として算定（ｂ／ａ）
※3 育児休業取得期間14日以上取得した場合、消防局および教員委員会を除く ※4 育児休業取得期間14日以上取得した場合
※5 育児休業取得期間1日以上取得した場合 ※6 教員を除き、超過勤務時間数から特例業務に係る時間数を除く

すべての女性が働きがいを感じながら
多種多様な職務経験を積むことなどで、
女性職員の活躍を推進します。

急速な少子高齢化の進展による将来の労働力不足や社会経済情勢の変化に対応するために、性別に関わらず、その能力と個性を発揮
することができる社会の実現及び、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の実現が求められている。
そのために、女性職員の活躍及び次世代育成支援を一体的に推進し、

職員が仕事と子育てを両立しつつ、働きやすい職場環境づくりを目指す こととする。
（女性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律第19条及び次世代育成支援対策推進法第19条に基づく特定事業主行動計画）

【策定主体】市⻑、市会議⻑、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、代表監査委員、農業委員会、上下⽔道局⻑、交通局⻑、消防局⻑
【計画期間】令和7年4月1日〜令和12年3月31日

名古屋市職員の女性活躍・子育て支援プログラム【概要版】

「男性育休は当たり前」を前提とし、
子育て職員を全職員で全力サポートす
る組織づくりを進めます。

女性活躍及び子育て支援の達成のためには、
職員がやりがいや充実感をもって働き、相互
に協力しながら健康で豊かな生活を確保する
ことが重要です。

★：新規 ◎：拡充 〇：継続

（本編P.7～） （本編P.16～） （本編P.24～）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市職員の女性活躍・ 子育て支援プログラ ム 

～自分ら し さ を発揮し 、 仕事も 人も 活気づく 職場を目指し て～ 

 

 

【 名古屋市特定事業主行動計画】  

（ 第３ 期女性職員の活躍推進プログラ ム）  

（ 第５ 期名古屋市職員子育て支援プログラ ム）  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７ 年３ 月 

名古屋市 
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第 1 章 プログラ ム策定にあたっ て  

 

１  策定の考え方 

 

 急速な少子高齢化の進展による将来の労働力不足や社会経済情勢の変化に対応し て

いく ために、 性別に関わら ず、 その個性と 能力を十分に発揮するこ と ができ る社会及

び、次代の社会を担う 子ども たちが健やかに生まれ、かつ、育成さ れる社会の実現が求

めら れています。  

  

そう し た背景から 平成 1 5 年 7 月に「 次世代育成支援対策推進法」（ 以下「 次世代法」

と いう 。）、 平成 2 7 年 8 月に「 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（ 以

下「 女性活躍推進法」 と いう 。） が成立し 、 こ れら の法律により 、 地方公共団体は「 特

定事業主」 と 規定さ れ、職員を雇用する事業主と し ての立場から 、職員の子ども たちの

健やかな育成のための計画や、 女性職員がその個性と 能力を最大限に発揮し 活躍する

ための計画（ 特定事業主行動計画） を策定するこ と が定めら れまし た。  

  

本市では、 こ れまで、 平成 1 7 年 3 月に「 第 1 期名古屋市職員子育て支援プログラ

ム」 を、 平成 2 8 年 3 月に「 第 1 期女性職員の活躍推進プログラ ム」 を策定し て以降

改定を重ね、 令和 2 年３ 月には両計画を統合し 、「 名古屋市職員の女性活躍・ 子育て支

援プログラ ム」 と し て、女性職員の活躍及び次世代育成支援を一体的に推進し てき まし

た。  

 

 今後ますますラ イ フ スタ イ ルや価値観などが多様化し ていく 中で、 職員一人ひと り

が働きやすく 、その能力を最大限発揮できるよう な職場環境づく り が必要です。当プロ

グラ ムは、「 名古屋市人財戦略ビジョ ン」（ 令和６ 年４ 月策定） を踏まえて、 組織にと っ

て最も 重要な要素である「 人（ 職員）」 が、 いきいき と 働き 活躍できるよう な職場づく

り を目指し て、 こ れまで以上に女性職員の活躍及び次世代育成支援を一体的に推進し

ていく ため策定するも のです。  

 

■両計画策定の推移 
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２  名古屋市のこ れまでの取組について 

 

 前期の「 名古屋市職員の女性活躍・ 子育て支援プログラ ム」 での目標値および取組

状況等は以下の通り です。  

 

■計画期間 

 令和２ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日（ ５ 年間）  

 

■目標値と 実績 

項目 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 目標値 

本庁職員に占める女性割合 

（ 全職種）  
2 6 .5 %  2 8 .0 %  2 8 .9 %  3 0 .0 %  3 1 .1 %  3 0 .0 %  

管理職に占める女性職員割合 

（ 全職種）  
1 4 .2 ％ 1 4 .5 ％ 1 4 .3 ％ 1 4 .5 ％ 1 4 .6 %  1 5 .0 ％ 

市立小中特別支援学校の校長・  

教頭に占める女性の割合 
1 7 .7 ％ 1 8 .4 ％ 1 8 .2 ％ 1 8 .7 ％ 1 9 .1 %  1 8 .0 ％ 

女性の係長昇任選考受験率 

（ 全職種）  
6 .6 ％ 6 .2 ％ 6 .0 ％ 5 .5 ％ 5 .0 %  1 0 .0 ％ 

総括係長に占める女性の割合 7 .8 ％ 5 .1 ％ 4 .3 ％ 7 .1 ％ 9 .7 %  1 1 .0 ％ 

男性職員の育児休業等取得率 

（ ※2 ）  
1 5 .9 ％ 2 3 .7 ％ 3 2 .9 ％ 4 8 .3 ％ 6 1 .7 %  5 0 .0 ％ 

男性職員の分べん看護職免・  

育児参加職免の取得率 
8 5 .5 ％ 8 5 .4 ％ 8 3 .3 ％ 8 6 .9 ％ 8 9 .8 %  1 0 0 .0 ％ 

一人あたり の月間超過勤務時間

数 
1 4 .4 時間 1 2 .8 時間 1 3 .4 時間 1 4 .1 時間 1 3 .7 時間 1 3 .0 時間 

年間超過勤務時間数 6 0 0 時間超

の職員数 
4 4 5 人 3 8 6 人 3 8 3 人 3 9 0 人 3 7 6 人 0 人 

一人あたり の年次休暇取得日数 1 4 .8 日 1 4 .1 日 1 5 .9 日 1 6 .4 日 1 7 .0 日 1 6 .0 日 

※1  全職種は消防職・ 教員を除く  

※2  次の①～③により 、 週休日を除き 2 0 日以上取得し た場合（ 連続である必要はない）「 ① 育

児休業、 ② 産前 8 週・ 産後 8 週の間で職免等、 ③ ①及び②の組み合わせ」  
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■前期プログラ ムにおける取組例 
 

①女性職員の活躍推進 

（ １ ） 意欲向上・ サポート 体制の充実 
 ・ メ ンタ ー制度の実施 

 ・ 対象期間を段階的に拡充し 、 正規職員の育児休業取得時等の代替措置を充実 
 

（ ２ ） 職域拡大・ 登用の推進 

 ・ 主任級制度及び推薦型の昇任選考導入など子育て等が一段落し た職員の登用 

 ・ 女性消防官に関する意識啓発のため PR 動画の作成、 インタ ーンシッ プ等の開催 
 

（ ３ ） 係長昇任選考の受験率向上 
 ・ 係長職の魅力について情報発信するなど役職者を目指す職員へのサポート  

 ・ 昇任選考受験ガイダンスの実施など係長昇任選考に関する採用時から の意識啓発 
 

 
 

 ②子育て支援 

（ １ ） 子育て支援制度や取組の周知徹底 
 ・ 子育て支援ハンド ブッ ク やイント ラ ネッ ト での情報提供 

 ・ ５ 年目職員研修において「 次世代育成支援」 に関する研修を実施 
 

（ ２ ） 安心し て出産・ 育児をするための支援 
・ のびのび子育てマイプラ ンにおいて人事担当課等が共有できる仕組みづく り  

 ・ 上司による面談等の義務化による働きかけ・ 意向確認 
 

（ ３ ） 男性職員に対する子育て支援 
    ・ 管理職向け「 面談 虎の巻」 を新たに作成配布し 、 育児休業等取得促進 
 

（ ４ ） 不妊治療を受けやすく するための支援 
    ・ 出生支援職免などの制度周知のためリ ーフ レッ ト やイント ラ ネッ ト での情報提供 

・ イク ボス育成講演会等を通じ て管理職に対する意識啓発 
 
 

 

③働きやすい環境づく り  
  

（ １ ） 職場における支援体制整備の推進 
 ・ 各局区室内における柔軟な職員配置制度の周知・ 活用 
 

 （ ２ ） 長時間勤務の抑制 
 ・ 出退勤時間の記録など長時間勤務の抑制に向けた組織での取組 
 

 （ ３ ） 年次休暇等取得促進 
 ・ 年５ 日以上の計画的な年次休暇取得の促進 
 

 （ ４ ） 新し い働き方の検討 
 ・ A I 議事録作成システムの導入など ICT を活用し たワーク スタ イル変革 

・ 学校における働き方改革プラ ンを策定し 、 学校における働き方改革の推進 
 

 （ ５ ） ハラ スメ ント の防止と 相談体制の充実 
 ・ ハラ スメ ント 相談窓口と し て Logo フ ォ ームによる相談受付を開始  

 



4  

第２ 章 プログラ ムの計画期間・ 数値目標 

  

 こ のプログラ ムの計画期間は令和７ 年 4 月 1 日から 令和１ ２ 年 3 月 3 1 日です。  

次の項目については、 令和１ ２ 年 4 月 1 日までに達成する目標値を設定し ます。

目標の達成状況について、 毎年度公表し ます。  

※1  消防職・ 教員を除く  

※2  「 取得率」 は、 当該年度内に子が生まれた職員数を分母（ ａ ）、 同じ 年度に新たに育児休業を

取得し た職員数を分子（ ｂ ） と し て算定（ ｂ ／ａ ）  

※3  育児休業取得期間 1 4 日以上取得し た場合、 消防局および教員委員会を除く  

※4  育児休業取得期間 1 4 日以上取得し た場合  

※5  育児休業取得期間 1 日以上取得し た場合 

※6  教員を除き、 超過勤務時間数から 特例業務に係る時間数を除く   

項 目 現状値 目標値 

１  女性職員の活躍推進 

本庁配置職員に占める女性の割合 ※１  
3 1 .1 ％ 

（ R6 .4 .1 ）  

3 7 .0 ％ 

（ R1 2 .4 .1 ）  

管理職に占める女性の割合 ※１  
1 4 .6 ％ 

（ R6 .4 .1 ）  

2 0 .0 ％ 

（ R1 2 .4 .1 ）  

市立学校園の校（ 園） 長・ 教頭に占める女性の割合 
1 9 .1 ％ 

（ R6 .4 .1 ）  

2 2 .0 ％ 

（ R1 2 .4 .1 ）  

女性の課長補佐昇任選考受験率（ コ ースⅠ）  ※1  
4 .1 ％ 

（ R5 年度）  

1 0 .0 ％ 

（ R1 1 年度）  

課長補佐級職員に占める女性の割合 ※１  
1 9 .9 %  

（ R6 .4 .1 ）  

2 3 .0 ％ 

（ R1 2 .4 .1 ）  

消防職における採用試験受験者に占める女性割合 
4 .8 %  

（ R5 年度）  

1 0 .0 ％ 

（ R1 1 年度）  

２  子育て支援 

男性職員の育児休業取得率 ※2 ・ 3  
7 1 .8 ％ 

（ R5 年度）  

1 0 0 ％ 

（ R1 1 年度）  

教育委員会における男性職員の育児休業取得率 ※2 ・ 4  
2 3 .7 ％ 

（ R5 年度）  

1 0 0 ％ 

（ R1 1 年度）  

消防局における男性職員の育児休業取得率 ※2 ・ 5  
3 0 .3 ％ 

（ R5 年度）  

1 0 0 ％ 

（ R1 1 年度）  

男性職員の分べん看護職免・ 育児職免の取得率 
8 9 .8 ％ 

（ R5 年度）  

1 0 0 ％ 

（ R1 1 年度）  

３  働きやすい環境づく り  

一人あたり の月間超過勤務時間数 ※6  
1 3 .7 時間 

（ R5 年度）  

1 3 .0 時間 

（ R1 1 年度）  

月間超過勤務時間数１ ０ ０ 時間以上の職員数 ※6  
1 7 7 人 

（ R5 年度）  

0 人 

（ R1 1 年度）  

年間超過勤務時間数７ ２ ０ 時間超の職員数 ※6  
1 4 4 人 

（ R5 年度）  

0 人 

（ R1 1 年度）  

一人あたり の年次休暇取得日数 
1 7 .0 日 

（ R5 年度）  

1 7 .0 日 

（ R1 1 年度）  
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第３ 章 プログラ ムの具体的な取組 

 

１  女性職員の活躍推進 

 

行政サービスの受け手である市民の約半数は女性であるため、 政策決定に多く の女

性職員が参画し 、市政に男女双方の視点が反映さ れるこ と で、結果と し て市民ニーズに

より 的確に対応し た市政の実現につながり ます。  

 また、本市職員について、近年採用さ れる職員の半数近く は女性であり 、職員に占め

る女性の割合は年々増加し ているこ と から 、 今後ますます女性職員がその個性と 能力

を最大限に発揮し 活躍するこ と が必要と なっ ています。  

 さ ら に、 本市の人財戦略ビジョ ンにおいて掲げている「 人こ そ全て。 ヒ ト が輝き、 マ

チを照ら す。」 と いう 人財理念にも あるよう に、 性別をはじ めと し た様々な属性・ 状況

に置かれた多様な人材の活躍を促進し ていく こ と で、組織力が向上し 、ひいては名古屋

市全体の活性化につながっ ていく と 考えており ます。  

 

 すべての女性職員のさ ら なる活躍のためには、 性別にと ら われない適材適所の人事

配置はも ちろん、 女性が能力を発揮でき るよう な体制の整備が重要と 考えており ます。 

 そう し たこ と から 、すべての女性職員が働きがいを感じ ながら 、幅広い職務分野や役

職において、多種多様な職務経験を積むこ と などで、さ ら なる意欲向上・ 能力開発につ

なげ、 女性職員の活躍を推進し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用者、 職員に占める女性割合（ 全職種）  

32. 7

37. 9

43. 6 42. 0
45. 6

47. 4 47. 9 48. 0
49. 3 

49. 7 

41. 6 

38. 1

43. 9 44. 1 
42. 5 

30. 6 30. 4 30. 5 30. 7 31. 1 31. 6 32. 1 32. 5 32. 4 32. 8 33. 5 33. 3 33. 4 33. 4 33. 3 

20. 0

25. 0

30. 0

35. 0

40. 0

45. 0

50. 0

55. 0

60. 0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

採用者 職員
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（ １ ） キャ リ ア形成支援・ サポート 体制の充実 

 女性職員の活躍を推進するために、 自身のキャ リ アについて思案し 将来のあり た

い姿を描く こ と で、モチベーショ ンを維持し ながら 職務に取り 組んでも ら えるよう 、

キャ リ ア形成を支援するこ と や、 それら を制度面から 支えていく サポート 体制を充

実さ せる必要があり ます。  

 

 例えば、 本市では平成 2 2 年度から 実施し てきた育児休業取得時等の正規職員に

よる代替制度について、 段階的に対象職種・ 要件を拡大し てきまし た。  

また、 正規職員による代替の対象と なる育児休業取得期間についても 、 令和４ 年

度から 段階的に拡充し 、令和６ 年度から は年度内において 6 月以上の休業期間と な

る職員が対象と なっ ています。  

 

 こ う し た取組をはじ め、 女性職員のキャ リ ア形成支援およびサポート 体制の充実

に取り 組んでいきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業等による定数外指定者数（ 正規職員による代替措置）  
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【 対 象 職 種 】  

行政職、 消防職、 保育職、 獣医職、 衛生職、 看護保健職（ 保健師） 及

び教員（ 小学校に勤務する 教諭及び講師（ 任期の定めのない者に限

る 。 ） 。 以下同じ 。 ）  

【 導 入 時 期 】  平成22年4月 

※保育職は平成25年4月、 行政職（ 技術） 及び衛生職は平成26年4月、  

看護保健職（ 保健師） 及び教員は平成29年4月、 消防職及び獣医職は 

令和5年4月に導入。  

※教員は年度を 通じ た育児休業について導入。  
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≪具体的な取組≫ 

■女性職員のキャ リ ア形成支援【 新規】  

 主に採用５ 年目までの若手の女性職員を対象と し て、 自身のキャ リ アのあり 方を

考えながら 前向き に職務に取り 組むと と も に、 ステッ プアッ プを見据えた意識の醸

成ができるよう 、 キャ リ ア形成を支援する研修を新設し ます。  

研修において、 キャ リ アに関する不安や疑問を解消し 、 ロールモデルまたはパー

ツモデルを見つけら れるよう 、 先輩職員と の交流会を実施し ます。  

 

■女性職員のキャ リ アアッ プ支援【 新規】  

 課長補佐昇任選考に合格し た女性職員や初めて昇任選考の受験資格を 得た女性

職員を対象と し た研修を新設し 、 昇任に伴う 仕事と 私生活の両立にかかる不安の軽

減を図り ます。  

研修において、 先輩職員と の交流会を実施し 、 女性職員が抱える不安の軽減や疑

問の解消ができ るよう 、 職員同士のつながり を構築する機会を提供し ます。  

 

■新任課長補佐級へのフ ォ ロー体制強化【 新規】  

 新任の課長補佐級へのフ ォ ロー体制強化と し て、 管理職に対し 職場の心理的安全

性を高めるための意識啓発を行う と と も に、 人事評価制度の枠組みにおけるフ ィ ー

ド バッ ク 面談の回数を増やすなどし て管理職と の対話の機会を増やすこ と で、 不安

感や困難な状況を早期に相談・ 解決するための枠組みを検討し 、 設定し ます。  

 

■メ ンタ ー制度の拡充【 拡充】  

 より 多く の職員がキャ リ ア形成に係る悩みを解決し ていけるよう メ ンタ ーと なる

職員を増やす取組をいっ そう 進め、 組織全体で職員を支える風土を醸成し ていきま

す。  

また、 特に新任課長補佐級の女性職員を対象と し た仕組みを新設するこ と で、 昇

任直後に抱える悩みや不安の軽減を図り ます。  

 

 

 

 

 

●メ ンタ ー制度と は 

職員（ メ ンティ ） が、 直属の上司・ 職員と は異なる職員（ メ ンタ ー） へ直接相談

をし 、 助言等をも ら う 制度。 職員のキャ リ ア形成等を側面から 支援すると と も に、

対話を通じ て職員一人ひと り の意識改革や成長意欲の向上を図り 、 人材育成マイ

ンド の醸成を図るこ と を目的と し ています。  
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■人事異動制度の充実【 継続】  

 多様な職務経験を積みたい職員や、 専門的知識を深めたい職員などの個々の事情

に合わせて自ら キャ リ アプラ ンを立て、 職員がそれぞれの個性と 能力に合っ た働き

方ができ るよう 、 立候補型異動希望申告制度をはじ めと し た人事異動制度の内容の

充実やさ ら なる利用促進を図り ます。  

 

 

 

 

■育児休業取得時等の代替措置の充実【 継続】  

 年度内における育児休業期間及び育児休業期間に接する産前産後休暇期間が6 月

以上と なる職員を対象と し た、正規職員による代替職員制度を引き 続き実施し ます。 

 

■各局区室裁量による職員配置【 新規】  

 部分休業等を取得する職員等の職場におけるフ ォ ロー体制の整備等のため、 各局

区室に一定数の職員を配置し ます。 当該人員については、 各局区室の長が各職場に

おける必要性を勘案のう え、 裁量をも っ て柔軟に配置できる仕組みと するなど、 職

員を支える職場環境のさ ら なる整備等を進めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●立候補型異動希望申告制度 

異動を希望する職員自ら 、希望先の局区室に対し 、やり たい業務や自らの能力をア

ピールするこ と で、 異動成立を目指す制度 
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（ ２ ） 職域拡大・ 登用の推進 

 令和 6 年度に実施し た職員アンケート において、「 性別によっ て職務分担に偏り

があると 思う ・ どちら かと いえばあると 思う 」 と いう 職員が 6 6 .4 % であり 、過半数

以上が職務分担の偏り を感じ ていると いう 結果と なり まし た。  

 

 

 

 女性職員が働きがいをも っ て職務にあたっ ていく ためには、 性別にと ら われない

職務の機会を付与するこ と が重要と 考え、 今後と も 取組を実施し ます。  

 

 また、 市政に男女双方の視点が反映さ れるこ と を目指し て、 管理職に占める女性

の割合を 2 0 .0 % 、課長補佐級職員に占める女性の割合を 2 3 .0 ％と する数値目標を

新たに掲げています。  

女性登用をより 一層推進し ていく ため、 職域の拡大や積極的な登用の推進と いっ

た取り 組みを引き続き 実施し ていきます。  

 

 

 

≪具体的な取組≫ 

■性別にと ら われない職務分担【 継続】  

 女性職員に対する育児等の事情について本人の意向や能力を考慮せず画一的な配

慮をすると いっ た無意識の思い込みなどにより 十分な職務経験を積むこ と が阻害さ

れないよう 、 本人の能力・ 適性に応じ た性別にと ら われない職務分担を行います。  

 

問 性別によって、 職務分担に偏り があると 感じ る（ 令和 6 年度）  
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■本庁職場への積極的配置【 継続】  

 女性職員が政策形成・ 企画業務に携わる機会の多い本庁での経験を積むこ と で、

より 幅広い職務経験を得るこ と ができ るよう 、 本庁職場への積極的な配置を推進し

ます。  

 

■総括的な部門や管理職への配置【 継続】  

 本市の政策決定に男女双方の視点が反映さ れるためには政策決定等に関わる部署

へ女性職員の登用を進める必要があるため、 局区室の全般的な庶務等を担当する総

括課長補佐ポスト や管理職へ女性職員を積極的に登用し ます。  

 

 

 

 

 

■課長級昇任者数の確保【 新規】  

 管理職における女性割合を着実に増やし ていく ため、 こ れまでと 同じ く 適材適所

の人事配置の考え方に基づき ながら も 、 毎年度の課長級への昇任者のう ち 3 0 ％程

度を女性職員と し 、 市政に男女双方の視点が反映さ れるこ と を目指し ます。  

 

■課長補佐級昇任者数の確保【 新規】  

 管理職における女性割合を引き上げていく にあたり 、 その一つ下の任用段階であ

る課長補佐級の女性職員の割合も 増やし ていきます。 課長補佐級への昇任者のう ち

3 5 % 程度を女性職員と し 、計画的に登用を進め、将来の女性管理職候補の育成に努

めます。  

 昇任については職員の経験等を踏まえて適切に判断し 、 また、 昇任にかかる不安

を解消できるよう なサポート 体制の整備等の取組も 併せて実施し ていきます。  

 

■子育て等が一段落し た職員の登用【 継続】  

 試験によら ない昇任制度である課長補佐昇任制度（ 推薦型） や、 課長補佐昇任選

考における人物重視のコ ースを継続し て実施し ます。  

こ れら の制度の活用により 、 昇任意欲があり つつも 子育て等の事情により 昇任選

考を受験し てこ なかっ た職員の積極的な登用に繋げます。  

●総括課長補佐 

全庁的な予算若し く は人事又は局、区又は室全般の庶務若し く は人事その他こ れに

類する総括的業務に従事する課長補佐のう ち特に市長が指定するも の 
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■女性消防官に関する意識啓発【 継続】  

 就職を希望する女性に消防官と いう 仕事を職業選択の一つと し て加えても ら う た

め、「 消防の仕事の見学・ 体験をするこ と 」、「 女性消防官と 直接話をするこ と 」 によ

り 、 消防官の魅力、 就職後の不安解消等のための説明会を行い、 女性受験者数の増

加を図り ます。  

 

 

 

（ ３ ） 課長補佐昇任選考の受験率向上 

 政策決定の要と なる管理職と し て多く の女性職員が活躍するためには、 より 多く

の女性職員が役職者を志すこ と が重要になり ます。  

 

 し かし 、 令和 6 年度に実施し た職員アンケート では、 役職者になるこ と を「 希望

し ない」 と 回答し た女性職員が 8 9 .3 % と なっ ており 、男性職員も 含めた全回答者に

おいても 7 8 .7 % が「 希望し ない」 と 回答し ているのが現状です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 役職者になるこ と を希望し ますか。 （ 令和 6 年度）  
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役職者を目指さ ない理由については、「 役職者になっ た後の仕事と 私生活の両立に不

安を感じ るため」 と 回答し た女性職員が 5 9 .9 % と なっ ています。  

 

 

 

そのため、 こ う し た阻害要因を改善すると と も に、 女性職員だけでなく 誰も が受

験し やすい制度づく り をはじ め、 課長補佐昇任選考の受験意欲を高める職場の雰囲

気醸成や受験勧奨等の取組を行う こ と で、 課長補佐昇任選考の受験率向上を図り ま

す。  

 

≪具体的な取組≫ 

■新たな試験制度の導入【 新規】  

 筆記試験のう ち法制度等（ 択一式） を入庁後早期から 受験可能な資格試験と し 、

課長補佐昇任選考（ 専門試験及び論文試験等） の受験時期と ずら すこ と を可能にす

るこ と により 、 個々のラ イ フ ステージに応じ て試験勉強の負担を分散できる試験制

度を導入し ます。  

 

■試験内容の見直し 、 情報開示【 新規】  

 試験勉強が実務につながるよう 、 筆記試験の内容をより 実務に即し たも のにする

と と も に、 試験に関する情報を積極的に開示し 、 受験し やすい環境づく り に努めま

す。  

問 役職者を目指さ ない理由は何ですか。 （ 令和 6 年度）  
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■出産・ 育児等の事情がある職員の受験延期制度の実施【 継続】  

 出産・ 育児・ 介護の事情がある場合、 課長補佐昇任選考の第 2 次試験の受験を一

定期間延期でき る「 第 2 次試験受験延期制度」 を引き 続き実施し ます。  

 

■役職者を目指す職員へのサポート 【 拡充】  

 様々な職種の課長補佐級の魅力について、 イ ント ラ ネッ ト 等の見やすい形で積極

的に情報発信を行います。  

若手職員を対象と し た課長補佐昇任選考に係る受験ガイ ダンスについて、 より 効

果的な開催方法を再検討し 、 さ ら なる不安感の軽減、 受験意欲の向上を図り ます。  

 

■上司等から の情報提供や受験勧奨【 継続】  

 課長補佐昇任選考への関心、 受験意欲の向上を図るため、 上司等が職務状況申告

や人事評価制度の面接等において、 職員一人ひと り の実情に合わせ、 課長補佐昇任

選考や資格試験に関する制度の周知や、 自身の経験談等の情報を提供するこ と によ

り 、 効果的な受験勧奨を行います。  

 

■採用時から の意識啓発【 拡充】  

 より 多く の職員が、 課長補佐昇任選考の受験資格を得て 1 年目から 受験する意識

を持つよう 、 上司等の日頃の声かけや新規採用者研修を始めと する若手職員向けの

研修、 キャ リ ア形成支援研修等において、 課長補佐昇任選考制度や資格試験制度の

周知及び課長補佐級の魅力の発信により 、 課長補佐昇任選考の受験についての意識

付けを図り ます。  

 

■所属別職員研修実施のサポート 【 新規】  

 課長補佐昇任選考の受験意欲を高める職場の雰囲気醸成のため、 昇任選考や資格

試験の受験資格を初めて得た職員等を対象と し た研修企画を提案・ 発信し 、 各局区

室における実施を促進し ます。  
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２  子育て支援 

 

次代の社会を担う 子ども たちが健やかに生まれ、かつ、育てるこ と ができる社会を実

現するこ と は、 国、 自治体、 事業主の責務であり 、 本市においても 、 その責務を果たす

ために職員が仕事と 子育てを両立し ながら 、 能力を 十分に発揮し 活躍するこ と ができ

る職場環境づく り を目指し て、名古屋市職員子育て支援プログラ ムを策定し 、子育て支

援に取組んでき まし た。 平成１ ７ 年に策定し た「 第 1  期名古屋市職員子育て支援プロ

グラ ム」 以降、育児休業等取得率の数値目標を掲げながら 各子育て支援の取組を進め、

第４ 期プログラ ム期間においては、女性職員の育児休業等取得率は１ ０ ０ % （ 令和５ 年

度）、 男性職員の育児休業等取得率（ ※１ ） は 6 1 .7 % （ 令和５ 年度） と 年々増加し てき

ています。  

 

一方、 政府においては、 急速な少子化・ 人口減少に歯止めをかけるため、 令和 ５ 年 

１ ２ 月２ ２ 日に「 こ ども 未来戦略」 を閣議決定し 、地方公共団体の男性職員の育児休業

取得率に係る新たな数値目標と し て、 令和１ ２ 年までに取得率を８ ５ %  (※２ )と 大幅

に引き上げるこ と と さ れまし た。こ う し た目標値の引き上げや各施策を通じ て、国際的

にみても 低水準にある夫の家事・ 育児関連時間を増やし 、共働き・ 共育てを定着さ せ、

「 男性育休は当たり 前」 になる社会の実現を目指し ています。   

 

そこ で、 当プログラ ムにおいては、「 男性育休は当たり 前」 を前提と し 、 職免等のみ

の短期的な育児のための休暇取得ではなく 、 長期の育児休業取得を推進し ていきます。

すべての職員が自分ら し さ を発揮し ながら 活き活き と 働き 、 安心し て子育てし ていく

こ と ができるよう な組織風土を目指し て、市全体で現状を把握し 、課題を共有すると と

も に、 子育て支援制度等の周知徹底や出産・ 育児をするための支援を行い、「 子育て職

員を全職員で全力サポート 」 する組織づく り を進めます。  
 

※１ ） 2 0 日以上の分べん看護職免や年次休暇等を取得し た場合を含む 

※２ ） 市長部局等は 1 4 日以上の取得率。 教育委員会及び消防局は 1 日以上の取得率 

 

 

 

 

 

●育児休業取得率の目標について 

当プログラムでは、 男性職員の育児休業取得率を事業主ごと に各々の実情を考慮し て目標

を定めています。  

①市長部局等： 1 4 日以上の育児休業取得率…1 0 0 ％ 

②教育委員会： 1 4 日以上の育児休業取得率…1 0 0 ％ 

③消 防 局  ：   1 日以上の育児休業取得率…1 0 0 ％ 
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（ １ ） 子育て支援制度や取組の周知徹底 

職員が安心し て子育てをするためには、 子育て職員以外の職員も 子育て支援制度を

理解し 、 職場全体で取組を進めていく こ と が重要になり ます。  

令和６ 年度に実施し た職員アンケート では、 育児休業等の取得を後押し し た施策に

ついた質問し たと こ ろ 、「 職員子育て支援ハンド ブッ ク 」 と 回答し た割合が 4 0 .6 % と

最も 多く 、 子育て職員にと っ ての重要なツールであるこ と がわかり ます。  

一方で、子育て支援を職場全体で取り 組んでいく ための大切なツールである、のびの

び子育てマイ プラ ンを提出し たと 回答し た割合は、全体で 4 1 .9 ％であり 、提出し ない

主な理由と し ては、「 のびのび子育てマイ プラ ン を 知ら なかっ た」 と 回答し た割合が

6 8 .0 % でし た。 また、 令和４ 年度から 、 子ども が生まれるこ と がわかっ た職員に対し

ては、 職場の長による面談等を通じ た制度案内と 取得の意向確認が義務化さ れていま

すが、「 制度の案内、 面談と も になさ れていない」 と 回答し た割合は 3 3 .4 ％であり 、

イ ク ボス（ 課長級以上の職員） が各職場におけるその役割を確実に果たし 、中心と なっ

て子育て支援を確実に実施するよう 推進し ていく 必要があり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期プログラ ムに基づく 育児休業等取得率 

問 あなたはのびのび子育てマイプランを提出さ れまし たか。 （ 令和 6 年度)   

※教員、 派遣除く  
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そのため、 イ ント ラ ネッ ト や研修等の場でハンド ブッ ク 等を活用し て、 子育て支援

制度の積極的な情報提供に取り 組むと と も に、 職場づく り の中心と なるイ ク ボス（ 課

長級以上の職員） のいっ そう の理解促進や意識の醸成を図るための研修等を実施する

など、 子育て支援制度の周知徹底や意識啓発を進めます。  

 

≪具体的な取組≫ 

■子育て支援ハンド ブッ ク やイ ント ラ ネッ ト での情報提供【 継続】  

プログラ ムの策定に伴い、子育て支援制度や、育児休業取得者の体験談等の情報発信

をより 充実さ せ、イ ント ラ ネッ ト で配信すると と も に、子育て支援に関するハンド ブッ

ク を改めて全職員に配布し 、併せて研修において活用するなど、子育て支援制度の周知

および意識啓発を図り ます。  

 

■職員研修の実施【 拡充】  

新規採用者研修をはじ め、 課長補佐昇任研修・ 新任課長研修など各階層別に行う

基本研修に「 次世代育成支援」 に関する講義等を設けるなど、 次世代育成支援に関

する研修を実施し ます。  

また、 子育て世代向けの「 育児休業職場復帰支援研修」 や「 男性職員の仕事と 家

庭の両立支援研修」 を実施すると と も に、 各職場において、 子育て職員やそれを支

える職員が安心し て働く こ と ができる職場づく り を推進するため、 管理職であるイ

ク ボス（ 課長級以上の職員） に対し 、 新たに「 イ ク ボス研修」 を実施し ます。  

 

 

■「 イ ク ボス宣言」「 イ ク ボス宣言職場」 の実施【 継続】  

 課長級以上の職員が、「 イ ク ボス」 と し ての役割と 行動を十分に理解し たう えで、「 イ

ク ボス宣言」 を実施し 、 自ら 職員の仕事と 子育ての両立を支援すると と も に、「 イ ク ボ

ス宣言職場」 と し て執務室内に掲示し 、共有するこ と で、職場全体と し て子育て支援に

関する風土醸成を進めます。  

 

 

 

 

 

 

新規採用者研修をはじ め、 課長補佐昇任研修・ 新任課長研修など各階層別に行う

基本研修に「 次世代育成支援」 に関する講義等を設けるなど、 次世代育成支援に関

する研修を実施し ます。  

 また、 子育て世代向けの「 育児休業職場復帰支援研修」 や「 男性職員の仕事と 家

庭の両立支援研修」 を実施すると と も に、 各職場において子育て職員やそれを支え

る職員が安心し て働く こ と ができる職場づく り を推進するため、 管理職であるイ ク

ボス（ 課長級以上の職員） に対し 、 新たに「 イ ク ボス研修」 を実施し ます。  

●イク ボスと は、 どんな人？ 

イクボスと は、「 職場で一緒に働く 部下やスタ ッ フのワークライフバランス（ 仕事と 生活の

両立） を考え、 その人のキャリ アを応援し ながら、 組織と し ての成果も出し 、  そし て自分の

仕事も生活も楽し む上司」 を指し ています。  

そし て、 イクボス宣言と は、 その意思表示と と も に、 宣言に掲げた取組を実践し ていく こ

とを約束するものです。イクボスは、単なる「 良い上司」 ではなく 、職員の成長と 活躍を支え、

組織力を高めていく ための重要なリ ーダーシッ プスタ イルと 言えます。  

 

新規採用者研修をはじ め、 課長補佐昇任研修・ 新任課長研修など各階層別に行う 基

本研修に「 次世代育成支援」 に関する講義等を設けるなど、 次世代育成支援に関する

研修を実施し ます。  

 また、 子育て世代向けの「 育児休業職場復帰支援研修」 や「 男性職員の仕事と 家庭

の両立支援研修」 を実施すると と も に、 各職場において子育て職員やそれを支える職

員が安心し て働く こ と ができる職場づく り を推進するため、 イ ク ボス（ 課長級以上の

職員） に対し 、 新たに「 イ ク ボス研修」 を実施し ます。  
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（ ２ ） 安心し て出産・ 育児をするための支援 

子育て支援制度を効果的に活用するためには、子育て職員が制度を理解し 、各家庭で

話し 合い、取得し たい制度を職場に伝えるこ と と 、各職場が子育て職員のそれぞれの段

階と 意向に応じ て、適切に支援を行っ ていく こ と が大切です。出産前、出産後の育児休

業等取得中及び復職後などの各段階において、 必要な子育て支援制度を希望する職員

が安心し て取得でき るよう 、 上司による面談の徹底や子育て職員のサポート 体制の整

備などを促進し ていき ます。  

令和６ 年度に実施し た職員アンケート では、 自身が育児休業を取得し たい期間と 実

際に取得できそう な期間について質問し たと こ ろ、男女と も に、取得し たいと 考えてい

る理想の期間より も 、 現実的に取得できそう と 考えている期間が短く なる傾向があり

まし た。 その理由の 6 3 .4 ％は「 業務多忙による職場の負担の増大のため」 でし た。 更

に、仕事と 子育ての両立における制度（ 保育職免等） に関し て利用し づら いと 感じ てい

る職員に対し その理由を聞いたと こ ろ 、「 職場が多忙であるから 」 や「 周囲（ 特に同僚）

に気を遣う から 」 が男女と も に多数でし た。  

一方で、「 職場において他の職員が職免等を取得するこ と に対し てどのよう に感じ ま

すか」 と いう 質問においては、「 応援し たいが自身への負担を感じ る」 と 回答し た割合

が 2 8 .9 ％であり 、 約３ 割の職員が負担を感じ ているこ と が分かり まし た。  

こ れら のこ と から 、 子育て職員が気兼ねなく 育児休業を希望する期間取得するため

には、 制度利用を希望する子育て職員と 職場のその他の職員がと も に安心し て働く こ

と ができ る職場環境を整えるこ と が重要であり 、「 のびのび子育てマイ プラ ン」 の活用、

面談等を通じ た対話の実施及び職場における情報共有をいっ そう 促進し 、イ ク ボス（ 課

長級以上の職員） が中心と なっ て、職場全体でサポート 体制を整えるこ と ができるよう

取り 組みを進めていき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 職場において他の職員が職免等を取得するこ と に対し てどのよう に感じ ますか。 （ 令和 6 年度)   
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≪具体的な取組≫ 

■のびのび子育てマイ プラ ンの活用【 拡充】  

職場全体で仕事と 子育ての両立を支援するため、 子育て職員の育児休業の取め、

子育て支援制度の利用計画や配慮し てほし いこ と などを記載する「 のびのび子育て

マイ プラ ン」 の周知と 利用促進をし ます。 また、 男性職員の 1 4 日以上の育児休

業取得が促進できるよう 内容を見直すと と も に、「 のびのび子育てマイ プラ ン」 が

利用が徹底さ れるよう 、 部長や人事担当課による提出状況の把握、 未提出者や育児

休業取得期間が 1 4 日未満の職員に対し てはその理由を人事担当課を通し てヒ アリ

ングし 、 育休取得等を推進し ていきます。 また、 組織全体で子育て支援風土を醸成

するために、 幹部会などで各局の「 のびのび子育てマイ プラ ン提出率」 や「 育児休

業取得率」 を報告し 、 組織全体で仕事と 子育ての両立を支援する風土醸成を行いま

す。  

 

 

 

 

■上司による面談の徹底【 拡充】  

職員から 親になる旨の申し 出があっ た場合、 職場の長が、 上司から の働きかけを

まと めた「 チェ ッ ク リ スト 」 等を活用し て、 「 のびのび子育てマイ プラ ン」 に基づ

く 面談等を行い、必ず子育て支援制度についての正し い知識を提供する

と と も に、 育児休業の取得等について意向確認を行う よう 徹底し ていき

ます。  

また、 実際に制度を活用し た事例や、 男性職員と の面談時のコ ツなどをまと めた

「 面談 虎の巻」 を作成・ 配布し 、 男性職員と の面談時に活用するこ と で、 上司から

の働きかけの促進を支援し ます。 面談が確実に実施さ れるよう 、 「 のびのび子育て

マイ プラ ン」 の提出状況と 合わせて、 面談の実施状況を、 人事担当課を通し て毎月

把握し ます。  

 

 

 

 

 

職場全体で仕事と 子育ての両立を支援するため、 子育て職員の育児休業の取得

予定を始め、 子育て支援制度の利用計画や配慮し てほし いこ と などを記載する

「 のびのび子育てマイ プラ ン」 の周知と 利用促進をし ます。  

また、 男性職員の １ ４ 日以上の育児休業取得が促進できるよう 内容を見直す

（ ※） と と も に、「 のびのび子育てマイ プラ ン」 の利用が徹底さ れるよう 、 部長や

人事担当課による提出状況の把握、 人事課による未提出者に対する働きかけなど

を実施し 、 育休取得等を推進し ていき ます。  

 

※育児休業取得期間が 1 4 日未満の場合は、 その理由を記載するよう 様式を見

直すと と も に、 人事課が当該理由を人事担当課を通し てヒ アリ ングするなど

「 男性育休は当たり 前」 の環境・ 風土づく り に取り 組みます。  

職員から 親になる旨の申し 出があっ た場合、 職場の長が、 上司から の働きかけを

まと めた「 チェ ッ ク リ スト 」 等を活用し て、 「 のびのび子育てマイ プラ ン」 に基づ

く 面談等を行い、 必ず子育て支援制度についての正し い知識を提供すると と も に育

児休業の取得等について意向確認を行う よう 徹底（ ※） し ていきます。  

また、 実際に制度を活用し た事例や、 男性職員と の面談時のコ ツなどをまと めた

「 面談 虎の巻」 を作成・ 配布し 、 男性職員と の面談時に活用するこ と で、 上司か

ら の働き かけの促進を支援し ます。  

 

※「 のびのび子育てマイ プラ ン」 の提出状況と 併せて、 面談の実施状況を、 人事

担当課を通し て毎月把握し 、 確実に実施さ れるよう 促し ていきます。  
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■職員をサポート する体制の整備【 拡充】  

 

 

 イ ク ボス（ 課長級以上の職員） が子育て職員と の面談等を踏まえて、 必要な職場

内サポート 体制を検討・ 構築し 、 子育て職員の仕事と 子育ての両立を支援し ます。  

また、 「 仕事と 子育て両立支援相談員」 制度を廃止し 、 職員のための健康相談窓口

において、 妊娠・ 出産・ 育児・ 不妊治療に起因するメ ンタ ルヘルス不調を含め産業 

 
 

■育児休業中から 職場復帰までの職員への支援【 継続】  

  育児休業から 復帰し た職員や復帰予定の職員に対し て、 仕事と 子育ての両立に関   

する情報提供などを行う 「 育児休業職場復帰支援研修」 を実施すると と も に、 育児

休業中の職員に対し て、 子育て支援制度の変更点などの情報を提供するこ と で、 育

児休業中の職員の負担を和ら げ、 育児休業中から 職場復帰までの職員の支援を行い

ます。  
 

■不妊治療を受けやすく するための支援【 継続】  

 出生支援職免など不妊治療を受けるために利用可能な制度について、 イ ント ラ ネ

ッ ト への掲載等により 、 全職員に対する周知および意識啓発を図ると と も に、 新任

課長研修など各階層別に行う 基本研修等において、 不妊治療を受けやすく するため

の支援や、 プラ イ バシーへの配慮について取り 上げ、 管理職に対する意識啓発を図

り ます。  
 

■収入への影響の見える化【 新規】  

 

 

  

子育て職員と の面談等を踏まえ、イ ク ボスが必要な職場内サポート 体制の検討・

構築を実施するよう 、 円滑なサポート 体制構築のためのノ ウハウの提供や確実な

構築を促す仕組みづく り を進め、子育て職員の仕事と 子育ての両立を支援し ます。

また、 職員のための健康相談窓口において、 妊娠・ 出産・ 育児・ 不妊治療に起因す

るメ ンタ ルヘルス不調を含め産業保健スタ ッ フ 等が相談に応じ るなど、 職員をサ

ポート する体制の整備を図り ます。  

子育て職員が育児休業を取得するにあたっ て感じ る収入面の不安を軽減する

ために、 育児休業による収入への影響を、 モデルケース等を示すこ と で見える

化し 、 取得促進を図り ます。  

●育児休業取得後にどんな意識の変化がある？ 

育児休業を取得し た職員に、「 職場に対する意識」 と 「 自身の意識」 の変化について聞きまし

た。 職場に対する意識の変化と し て、「 職場の業務の見直し や働き方の見直し につながった」 と

回答し た割合が 2 9 .6 ％であり 、 生産性の向上につながる変化が見られます。 また、「 自身の意

識」 の変化と し て、 男性職員の 3 1 .7 ％は「 相手の立場になって考えるよう になった」、 女性職

員の 3 4 .4 ％は「 仕事を進める時にはまず段取り を考えるよう になった」、 と 回答し ています。  

このよう に、育児休業取得を通し て、効率性や生産性の意識や段取り 力と いった職業人と し て

のマインド やスキルが養成さ れる等、 職場にもポジティ ブな効果をもたらすものと 言えます。  

                          （ 参考： 令和6年度職員アンケート ）  

子育て職員と の面談等を踏まえ、 イ ク ボス（ 課長級以上の職員） が必要な職場内

サポート 体制の検討・ 構築を実施するよう 、 円滑なサポート 体制構築のためのノ ウ

ハウの提供や確実な構築を促す仕組みづく り を進め、 子育て職員の仕事と 子育て

の両立を支援し ます。 また、 職員のための健康相談窓口において、 妊娠・ 出産・ 育

児・ 不妊治療に起因するメ ンタ ルヘルス不調を含め産業保健スタ ッ フ 等が相談に応

じ るなど、 職員をサポート する体制の整備を図り ます。  

子育て職員が育児休業を取得するにあたっ て感じ る収入面の不安を軽減するた

めに、 育児休業による収入への影響を、 モデルケース等を示すこ と で見える化

し 、 取得促進を図り ます。  
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（ ３ ） 男性職員に対する子育て支援 

 本市においては、 男性職員は、 配偶者の出産の際に「 分べん看護職免」 や「 育児職

免」 などを取得するこ と ができ ます。 また、 配偶者の心身のケアを目的と する「 産後

パパ育休」 も 取得可能であり 、 男性職員の仕事と 家庭を両立するための各制度があり

ます。 それら の制度を男性職員本人が十分に理解し たう えで、 上記職免の取得はも ち

ろんのこ と 、 必要な制度を取得できるよう 、 いっ そう の制度周知と 意識啓発を促進す

るこ と が求めら れています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●分べん看護職免 

配偶者が出産のために入院する日（ 入院し ない場合は出産日） から 出産日後 4 週間

以内に 2 日以内取得可能な子育て支援制度 

●育児職免 

配偶者等の出産予定日の 8 週間（ 多胎妊娠の場合にあっ ては、 1 4 週間） 前の日か

ら 出産日以後 1 年を経過する日までの期間以内において 5 日以内取得可能な子育て支

援制度 

●産後パパ育休と はどんな制度？ 

育児休業は、 子の 3 歳の誕生日の前日までに原則、  2 回まで取得可能な休業制度

です。 こ れに加えて、「 産後パパ育休」 と は、 子の出生日から  5 7 日間以内に取得す

る育児休業であり 、  2 回まで分割取得が可能な制度です。  

つまり 、 男性職員は産後パパ育休と 育児休業を組み合わせて 4 回まで分割取得が

可能と なり ます。  
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また、令和６ 年度に実施し た職員アンケート では、子育て職員の育児休業取得に対す

る上司・ 同僚職員と し ての意識を確認するため、子育て職員に育児休業を取得し てほし

い期間と 現在の職場で実際に取得でき そう な期間についてそれぞれ質問し たと こ ろ 、

男女と も に、取得し てほし いと 感じ ている期間より も 、職場の状況を鑑みて現実的に取

得できそう と 考える期間が短く なる傾向があり まし た。加えて、男性職員は、女性職員

より も 短い期間を回答する傾向にあり 、 取得に対する男女間での意識の差が明ら かと

なるなど、 共育てを 推進し ていく ためには男性職員に対する意識啓発がいっ そう 重要

であるこ と がわかっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当プログラ ムにおいては、 男性職員の育児休業（ 産後パパ育休含む）  １ ４ 日以上

の取得を前提にすると と も に、 加えて「 分べん看護職免」 や「 育児職免」、 産前産後

8 週の間における年次休暇を組み合わせて 3 0 日以上の育児休業等取得を促進し てい

きます。 各種子育て支援制度の周知を図ると と も に、 育児経験のある職員の体験談や

職場の長から の働きかけ、 そし て子育てに係る相談体制の充実により 、 男性職員の育

児に対する意識向上や育児休業等の取得促進を図るこ と で、 男性職員に対する子育て

支援を推進し ます。  

 

 

問 上司・ 同僚職員と し て子育て職員に取得し てほし い育児休業期間と 職場で今現在、 取得できそう な

期間について教えてく ださ い。 （ 令和 6 年度)  
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≪具体的な取組≫ 

■男性職員の育児に対する意識向上【 拡充】  

 

 

 

 

 

 

 

 

■育児経験のある男性職員のロールモデルの発信【 継続】  

研修において、 男性職員の育児体験談や仕事と 育児の両立の経験談など、 実際に育

児を行っ ている職員の実体験を聞く 場を設けたり 、 子育て支援ハンド ブッ ク やワーク

ラ イ フ ・ バラ ンス通信において男性職員の育児休業や職免等の取得例を掲載し たり す

るこ と で、 男性職員の育児についてのロールモデルを発信し ます。  

 

■男性職員の子育てに係る相談体制の充実【 新規】  

 直属の上司・ 職員と は異なる職員（ ﾒﾝﾀ ）ー から の助言等により 子育て職員（ ﾒﾝﾃ

ｨ） の仕事と 子育て両立を支援するこ と を目的に「 メ ンタ ー制度」 における「 子育

てに関するテーマ」 を新設し 、 子育て職員の不安解消や今後のキャ リ ア形成支援を

図り ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事と 子育てを両立する職場風土を醸成するこ と を目的に「 ワーク ・ ラ イ フ ・

バラ ンス通信」 を作成し 、 情報発信し ます。  

また、 組織全体で仕事と 子育ての両立を支援する風土を醸成すると と も に、 男

性職員の育児に対する意識向上を図るため、 幹部会等を通じ て、 全庁的な育児休

業の取得状況等の現状や次世代育成支援にかかる課題等の共有の場を設けます。  

直属の上司・ 職員と は異なる職員（ メ ンタ ー） から の助言等により 子育て職員

（ メ ンティ ） の仕事と 子育ての両立を支援するこ と を目的に、 子育てをし ている

男性職員を対象と し た仕組みを新設し 、 子育ての不安解消や今後のキャ リ ア形成

支援を図り ます。  
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３  働き やすい環境づく り  

 

 女性職員がその個性と 能力を最大限に発揮すると と も に、 職員の子ども たちの健や

かな育成を支えるためには、やり がいや充実感をも っ て働き 、仕事上の責任を果たし つ

つ男女の別を問わず相互に協力し ながら 、 健康で豊かな生活を確保するこ と が重要で

す。  

 

 令和 6 年度に実施し た職員アンケート では、「 本市において女性職員の活躍を推進す

るために、最も 有効であると 思う も のを教えてく ださ い。」 と いう 質問において、「 育児

休業取得時等における職場のフ ォ ロー体制の強化」 及び「 ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンスの

推進に向けた職場意識の醸成」 と 回答し た割合が他の項目と 比較し て高く なっ ていま

す。  

こ れまでに育児休業取得時等の代替措置の充実、 フ レ ッ ク スタ イ ム制及び早出遅出

勤務や在宅勤務の導入に取り 組んでき まし たが、アンケート の結果をみると 、女性活躍

の推進及び子育て支援の充実のためには、さ ら なるフ ォ ロー体制の強化やワーク・ ラ イ

フ ・ バラ ンスの推進が求めら れているこ と がわかり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 本市において女性職員の活躍を推進するために、 最も 有効であると 思う も のを教えて 

く ださ い。 （ 令和 6 年度）  
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（ １ ） 職場における支援体制整備の推進 

 職員が仕事と 私生活を両立するためには、 職員一人ひと り の力だけではなく 、 周

囲の職員のサポート も 重要であるこ と から 、 全職員が理解し 、 職場全体で協力し 合

う 体制づく り を進めます。  

 

≪具体的な取組≫ 

■育児休業取得時等の代替措置の充実（ 再掲）【 継続】  

 年度内における育児休業期間及び育児休業期間に接する産前産後休暇期間が6 月

以上と なる職員を対象と し た、 代替職員制度を引き続き実施し ます。  

 

■柔軟な職員配置の推進【 継続】  

 各局区室内において、 業務繁忙期などを含めた職員全体の実情を勘案し た柔軟な

職員配置制度について、 引き続き各局区室に周知すると と も に、 より 積極的に活用

さ れるよう 効果的な方策を検討し ます。  

 

■各局区室裁量による職員配置（ 再掲）【 新規】  

 部分休業等を取得する職員等の職場におけるフ ォ ロー体制の整備等のため、 各局

区室に一定数の職員を配置し ます。 当該人員については、 各局区室の長が各職場に

おける必要性を勘案のう え、 裁量をも っ て柔軟に配置できる仕組みと するなど、 職

員を支える職場環境のさ ら なる整備等を進めます。  

 

 

（ ２ ） 長時間労働の是正 

 令和元年度に法律等の整備により 時間外労働の上限規制が導入さ れるなど、 長時

間労働の是正は、 積極的に取り 組まなければなら ない喫緊の課題です。 生活の時間

が減少するのはも ちろ んのこ と 、 職員の心身の健康に害を及ぼす恐れがあるこ と や

人材の確保・ 育成・ 公務能率の向上にも 影響があるこ と から 、 すべての職員が長時

間労働の是正に取り 組むこ と が重要です。  
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 本市ではこ れまでにも 長時間労働の是正に取り 組んできまし た。 職員一人あたり

の月間超過勤務時間数は令和元年度の 1 4 .4 時間と 比較し 、令和 5 年度は 0 .7 時間

の縮減と なっ ていますが、 目標である 1 3 .0 時間には至っ ておら ず、 今後も 引き続

き、 長時間労働の是正に取り 組みます。  

 

≪具体的な取組≫ 

■職員の意識啓発【 継続】  

 会議や研修の場等を通じ て、 上司が超過勤務の上限時間や職員の健康状態に十分

に留意し 、 業務の緊急性を考慮し たう えで、 事前命令・ 事後確認を徹底し 、 超過勤

務を必要最低限と するよう 努めます。 また、 システムを活用し て一定時間を超える

超過勤務命令について上司に注意喚起を行う こ と で、 長時間労働の是正に向けた職

員の意識啓発を図り ます。  

 

■定時退庁日における定時退庁の徹底【 継続】  

 定時退庁日等における管理職による退庁を促す声かけを行う ほか、 庁内放送によ

る退庁促進を行う など、 職場全体で定時退庁の徹底を図り ます。  

 

 

 

 

 

 

14. 4

12. 8

13. 4

14. 1

13. 7 

10

10. 5

11

11. 5

12

12. 5

13

13. 5

14

14. 5

15

R1 R2 R3 R4 R5

一人あたり の月間超過勤務時間数 

※選挙の投開票事務、 災害配備に関する業務等に係る時間数を除く  
※教職員を除く  
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■長時間労働の是正に向けた組織での取組【 継続】  

 パソ コ ン又は職員証を用いたカ ード リ ーダーを使用し た出退勤時間の記録を行う

こ と で、 管理職が職員の労働時間を適正に把握し 、 業務の平準化を継続的に行う と

と も にデジタ ルツールを活用する等により 、職員の長時間労働の是正を推進し ます。 

特に、 新し く 管理職になっ た職員及び超過勤務時間数の上限を超える職員が発生し

た所属の管理職に対し て長時間労働の是正に向けたマネジメ ント 研修を実施し 、 研

修後は、自ら の所属において超過勤務の縮減に向けて取り 組む具体的な計画を策定・

実践、 そのフ ォ ローアッ プを行う こ と で、 組織全体で業務のさ ら なる効率化を図り

ます。  

 

■管理職のワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスの推進に向けた取組に対する達成度の評価【 継続】  

 課長級職員が人事評価において設定する目標の一つと し て、 業務の効率化や超過

勤務縮減等の取組を、 達成の方策を具体化し た上で設定するよう 義務付け、 その成

果を人事評価に反映し ます。  

 

（ ３ ） 年次休暇等取得促進 

 年次休暇等を取得するこ と は、 心身の疲労を回復さ せ、 労働力の向上を図るも の

であると 同時に、 家庭生活、 地域活動、 自己啓発と いっ た生活面を充実さ せます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次休暇の取得促進に対する取組の結果、 本市における年次休暇の取得日数は増

加傾向にあり 、 令和 5 年度には付与日数（ 2 0 日） に対する取得率が 8 5 .0 ％に達

し まし た。 引き 続き職員一人ひと り が、 仕事の責任を果たす一方で、 年次休暇等を

取得し やすい環境づく り に取り 組みます。  

一人あたり の年次休暇取得日数 

 

13. 6 13. 6 
14. 0 14. 1 

14. 4 
14. 7 14. 8 

14. 1 

15. 9 
16. 4 

17. 0 

12

13

14

15

16

17

18

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

一人あたり の年次休暇取得日数 
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≪具体的な取組≫ 

■年次休暇を取得し やすい環境づく り 【 継続】  

管理職が年次休暇取得の促進を図ると と も に、 アニバーサリ ー休暇やブリ ッ ジ休

暇を活用するなどの取組等により 、 年次休暇を取得し やすい環境づく り をし ます。  

 

 

 

 

 

■計画的な年次休暇取得の促進【 継続】  

 職員が年次休暇を計画的に取得するこ と ができ るよう 、 年次休暇等取得計画表を

活用する等し 、 職場内で計画的な取得を促進すると と も に、 年次休暇の取得が特に

少ない職員に対し ては管理職から の積極的な声かけなどを行う こ と で計画的な取得

を促進し ます。  

 

（ ４ ） 新し い働き方の検討 

 職員のラ イ フ スタ イ ルが多様化する中、 職員一人ひと り が最大限に持てる力を発

揮するためには多種多様な働き 方を推進し ていく こ と が必要です。 急速に発展し て

いる ICT（ 情報・ 通信に関する技術の総称） の活用による新たな働き方・ 仕事の進

め方や、 職員のラ イ フ スタ イ ルに合わせた柔軟な働き 方の検討を行います。  

 

■ICT を活用し た業務の効率化の推進【 継続】  

 引き続き A I 議事録作成システム、 A I-OCR、 RPA 及びノ ーコ ード ローコ ード ツ

ールと いっ たデジタ ルツールを活用すると と も に、 新たに生成 A I 等の先端技術の

導入についても 検討し 、 職員の業務効率化を推進し ます。  

 

■ICT を活用し たワーク スタ イ ル変革【 継続】  

 職員の多様な働き方を可能と するワーク スタ イ ル変革を実現するため、 テレワー

ク やモバイ ルワーク を推進し ます。  

 

 

 

 

●アニバーサリ ー休暇と し ての年次休暇 

職員本人の誕生日、 結婚記念日及び子ども の誕生日等に取得する年次休暇 

●ブリ ッ ジ休暇と し ての年次休暇 

暦の関係で休日が飛び石になっ ている場合、 その合間の日に取得する年次休暇 



2 8  

 

■多様な勤務制度の推進【 継続】    

フ レッ ク スタ イ ム制（ 原則勤務の職員が対象） や早出遅出勤務、 在宅勤務につい

て、 引き 続き実施し ます。 また、 国や他都市における多様な勤務を可能と する制度

等を参考に、 本市の各職場の事情等も 勘案し つつ、 今後も 多様な勤務制度の研究を

行います。  

 

■学校における働き方改革の推進【 継続】  

 教職員が心身と も に健康に、 笑顔で子ども と 向き合い、 より よい教育活動を実現

するため、「 名古屋市学校における働き方改革プラ ン」 に基づき、 教育委員会が中心

と なっ て進める取組と 、 教育委員会の伴走支援による学校の主体的な取組を両輪と

し た働き 方改革を推進し ます。  

 

（ ５ ） ハラ スメ ント の防止と 相談体制の充実 

 ハラ スメ ント は人権問題であると 同時に労働問題であり 、 あっ てはなら ないも の

です。 ハラ スメ ント の防止のために、 職員に対し て正し い理解と 意識向上について

働き かけると と も に、 ハラ スメ ント が発生し た場合の体制と し て、 相談体制を充実

さ せるなど、 ハラ スメ ント のない職場づく り を目指し た取組を行います。  

 

≪具体的な取組≫ 

■ ハラ スメ ント 防止のための啓発の実施【 継続】  

 庁内イ ント ラ ネッ ト や研修等を通じ て、 ハラ スメ ント に対する正し い知識の習得

やハラ スメ ント が発生し た場合の対応方法など、 ハラ スメ ント 防止のための啓発を

行う と と も に、 ハラ スメ ント 相談窓口の周知を実施し ます。  

 

■ハラ スメ ント 相談窓口の整備【 継続】  

 ハラ スメ ント にかかる相談先と し て、 市全体や各局区室における内部相談窓口を

設置すると と も に、 本市職員以外が相談を受ける外部相談窓口を設置し 、 相談し や

すい体制整備を図り ます。  

 

■カ スタ マーハラ スメ ント への対応【 新規】  

市民から いただいた要望等は、「 要望等記録制度」 に則り 、 原則と し すべて記録 

し 、 組織と し て適切に対応するこ と と し ています。  

カ スタ マーハラ スメ ント に関し ては、 要望等記録制度運用マニュ アルにおいて、  

対応方法や心得などを示すと と も に、 不当要望等の事例集を周知し 、 組織を挙げ

てき然と し た対応を図っ てまいり ます。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

名古屋市職員の女性活躍・ 子育て 支援プ ロ グ ラ ム  

令和７ 年 3 月改定 

 

発行  名古 屋 市  

編集  次 世 代 育 成 支 援 及 び 女 性 活 躍 の 推 進 に 係 る 行 動 計 画 策 定 ・ 推 進 委 員  



幹部会報告事 項 

令和 7年 4月 21 日 

総 務 局 

事
項 

 令和 7年名古屋市国勢調査実施本部の設置について 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

 １ 趣  旨 

   国勢調査は、我が国の人口の実態を把握するために 5 年に 1 度行われ

る国の最も基本的で大規模な統計調査であり、令和 7年 10 月 1 日を調査

期日として全国一斉に実施されます。調査の正確で円滑な実施に万全を

期するため、市に「国勢調査実施本部」を、各区に「国勢調査実施区本

部」を設置するものです。 

 ２ 設置期間 

  令和 7年 5月 1日（木）から令和 8年 3月 31 日（火）まで 

 ３ 構  成 

   令和 7年名古屋市国勢調査実施本部機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

 ４ 調査の概要 

   別紙「令和 7年国勢調査の概要（名古屋市）」のとおり 

  (1) 令和 7年国勢調査の取組ポイント 

   ア インターネット回答の推進 

     前回調査ではインターネット回答をする際に、ログインＩＤ・ア

クセスキーを手入力する必要がありましたが、今回調査では二次元

コードを読み取ることでログインＩＤ等が自動入力されるようにな

るなど、インターネット回答の利便性が向上しました。 

   イ 広報の充実強化 

     国・県による広報に加え、本市と名古屋市立大学芸術工学部（森

研究室）とのタイアップにより制作した 15 秒動画（5種）を、令和

7 年 9 月に地下鉄駅デジタルサイネージで放映を予定するなど、本

市独自の広報を展開します。 

    【参考】 

     名市大芸術工学部（森研究室）学生による PR 動画イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 調査結果の公表予定 

（速報） 令和 8年 5月 

（確報） 令和 8年 9月以降順次 

備
考 

 本件は、本日、市政記者クラブに資料提供します。 

（総務局企画部統計課 内線 2253） 



名古屋市における令和７年国勢調査の概要

国勢調査は、統計法（平成19年法律第53号）に定める基幹統計調査として、同法第５条第２
項の規定に基づき実施する人及び世帯に関する全数調査である。その結果は、国及び地方公共
団体の各種行政施策はもとより、企業、団体その他各方面の利用に供されている。
大正９年（1920年）の第１回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査として５年ごとに

実施されており、令和７年に実施する調査はその22回目に当たる。

Ⅰ 調査の目的

○ 調査期日 令和７年10月１日（水） 午前零時現在
○ 調査対象 令和７年10月１日現在、我が国に常住するすべての人

ただし、外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等及び外国軍隊の軍人・
軍属並びにこれらの家族を除く

○ 調査の流れ

○ 調査項目 世帯員に関する事項：13項目
世帯に関する事項：４項目

○ 調査方法 調査員が全世帯を訪問し、調査票等の調査書類一式を配布
調査票の回収はオンライン（インターネット回答）、郵送、調査員回収

〇 調査スケジュール

Ⅱ 調査の概要

【法定人口としての利用】
衆議院議員の小選挙区の改定基準、都道府県・市町村議会の議員定数の決定、地方交付税の算定基準

【行政施策の基礎資料としての利用】
保育所の整備・充実など、安心して子供を産み育てる環境の整備など少子化対策の基礎資料、
高齢者社会福祉施策の基礎資料 等

【各種標本調査の抽出フレームとして利用】
労働力調査、家計調査等の抽出フレーム

【教育、⺠間などの広範な分野での利用】
人口学・地理学、将来人口の推計の基礎資料 等

Ⅲ 結果の利用

都道府県総務省 指導員市区町村 世帯調査員

【調査員等】

調査書類の配布準備
調査地域の確認 調査書類の配布

「調査への回答はお済
みですか」の配布

未提出世帯の特定 督促状の配布
調査票の回収

【世帯】 調査員提出
（郵送提出期間の延⻑）郵送提出

（インターネット回答期間の延⻑）オンライン回答（インターネット回答）

9/20(土) 10/1(水)
調査開始 調査期日

10/8(水)
回答期限

10/27(月)
督促開始

11/7(金)
調査終了

別紙







幹 部 会 報 告 事 項 
令和 7 年 4 月 21 日 
財 政 局 

事 

項 
 名古屋市ふるさと納税プロモーションイベント開催について 

内 

 

 

 

 

容 

  

栄 森の地下街「まちのたね」において「名古屋市ふるさと納税プ

ロモーションイベント」を開催します。 

４月２９日（火・祝）には、広沢市長がトップセールスを行います。 

 

 １ 開催期間 

   令和７年４月２９日（火・祝）から５月６日（火・祝）まで 

１０時から１９時まで ※最終日は１０時から１８時まで 

 

２ 場所 

栄 森の地下街「まちのたね」（南二番街⑩番店舗） 

住所：名古屋市中区栄三丁目５番１２号 

（地下鉄「栄」駅東改札口から徒歩１分） 

 

３ イベントの内容 

・名古屋市ふるさと納税返礼品の展示 

・特産品の販売（４月２９日～５月１日、５月３日～６日） 

・試飲（４月３０日～５月２日） 

・名古屋市観光PRコーナー 

・名古屋市への寄附PRコーナー  

・ワークショップ（５月３日～５日） 

・ガラポン抽選会（５月３日～６日） など 

 

４ 目的 

ゴールデンウィークの集客好機を活用し、遠方から訪れる方々

に対し、ふるさと納税を中心としたシティプロモーションにより、

名古屋の魅力発信を行い、名古屋を応援してくださる方や名古屋

に来てくださる方の増加を目指し、本市への寄附金の獲得に努め

る。 

 

備 

考 
  本件は、本日、市政記者クラブに資料提供します。 

（財政部資金課 内線2308） 




